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議会運営委員会要点記録 

 

○開会日時 令和３年１２月１４日（火） 午前１０時 

○場  所 伊東市役所第２委員会室 

○出席委員 ６名 

       １ 番  佐 藤   周 君   ２ 番  長 沢   正 君 

       ３ 番  四 宮 和 彦 君   ４ 番  青 木 敬 博 君 

   ５ 番  中 島 弘 道 君   ６ 番  浅 田 良 弘 君 

○出席議員 ６名 

       議 長  宮 﨑 雅 薫 君   副議長  大 川 勝 弘 君 

       議 員  仲 田 佳 正 君   議 員  杉 本 憲 也 君 

        〃   篠 原 峰 子 君    〃   杉 本 一 彦 君 

○オブザーバー ２名 

       議 員  石 島 茂 雄 君   議 員  重 岡 秀 子 君 

○出席議会事務局職員 ５名 

       局  長  冨 士 一 成   局長補佐  森 田 洋 一 

       係  長  鈴 木 綾 子   主  事  福 王 雅 士 

       主  事  野 田 昌 伸 

○会議に付した事件 

１ 意見書について 

２ 市議会１２月定例会最終日の運営について 

 ⑴ 前副議長に感謝状の贈呈について  

  ⑵ 採決の方法について 

  ⑶ 人事案の取扱いについて 

  ⑷ 意見書の取扱いについて 

  ⑸ 追加議案の取扱いについて 

  ⑹ その他 

３ その他 

  ⑴ 次期３月定例会の頭出しについて  

  ⑵ 視察旅費の削減について 

  ⑶ その他 

━━━━━━━━━━━━━━ 
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○会議の経過概要 

○委員長（青木敬博君）開会する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）日程第１、意見書についてを議題とする。 

今定例会に提起された意見書案は、○○○○○○○○○○○○○氏から持参により提出され

た意見書の提出を求める陳情の１件である。本意見書案に関しては、私、委員長において調整

を進めるとともに、本日の本委員会において改めて調整を行い、その取扱いについて決定する

こととしている。 

本意見書案の調整状況について、事務局長から報告いたさせる。 

○事務局長（冨士一成君）それでは、意見書案の調整状況について報告する。資料１ページ及び

２ページをご参照願う。さきの１１月２４日（水）の議会運営委員会に、意見書提出を求める

陳情による意見書案として、適格請求書等保存方式（インボイス制度）の実施中止を求める意

見書案が提案されている。その後、議会運営委員長においてその取扱いについて調整を行い、

現段階では、正風クラブ、自民・伊東新時代。及び公明党の３会派からの賛同が得られていな

い。その他の会派及び石島議員からは賛同とのご意見をいただいている。以上である。 

○委員長（青木敬博君）それでは、本意見書案の取扱いについて、各会派及び会派に所属してい

ない議員から順次、ご意見を伺う。また、賛同しない場合には、その理由についてもお願いす

る。 

○１番（佐藤 周君）この意見書案には賛同できない。理由としては、確かに事務負担や今の経

済状況などの時期の問題といったところはあるが、制度そのものを中止するということには賛

同できない。進むべき方向性としては、こういった制度そのものは必要であるというところで

ある。 

○２番（長沢 正君）我が会派もこの意見書案については反対である。理由としては、インボイ

ス制度自体が、適正な課税状態を確保するための制度ということからして、少し意見書案は違

うかなと。ただし、消費税が導入されたときから価格転嫁の問題はずっと引きずっているの

で、言っていることは分かるところもあるが、課税制度を変えていかなければいけない部分も

あるので、そういった意味からも賛同しかねる。  

  それと、免税事業者の関係であるが、６年間については、確か３年ごとで控除率は変わる

が、そういった経過措置期間があることと、確かに事務負担が増える部分があるのかもしれな

いが、業種によってそこら辺は違いがあると考える。今後、デジタル庁も創設され、電子イン

ボイスも普及すると思われるので、この制度を無くすということには賛同しかねる。  

○３番（四宮和彦君）我が会派は基本的には賛成である。ただ、反対されている会派の議論も分
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かるところはある。問題としては、このインボイス制度自体は、国の税賦課権限を考えれば、

税金を納めなければならないのは当たり前の話であるので、制度自体を否定する話ではないで

あろうと思う。引っかかっているところとしては、この中止という言葉をどう定義するのかと

いうところしかないと思う。この制度を廃止せよと言っているのであれば、反対する方々の意

見というのも納得するところはあるが、中止という言葉は、取りあえず今はこのタイミングで

実施するのは止めるということでしかないのであるから、そうであれば、反対する方々もそれ

については理解するところという意見であるから、要は、これだけのコロナ禍で、中小事業者

が非常に疲弊している中で、例えば大企業からの発注を受けた際に、このインボイス制度に登

録していないならば取引しないとなって切捨てが起こると。弱者が切り捨てられてしまうよう

なことになりかねないという危機感から出されている陳情であると思う。それでは、そういう

切捨てが起こらないという制度的な保障があるのかといったらないわけである。であるなら

ば、ここは一旦立ち止まらなければいけないのではないかという話でいけば、私は、この中止

という言葉は、未来永劫この制度を廃止するとは捉えていないので、この文案で賛成できると

考えている。 

○５番（中島弘道君）我が会派も基本的には反対である。ここまでも意見が出ているが、適正な

課税というのは今後していかなければいけない。今、清和会からあった、廃止ではなく中止と

いう意味合いのことだが、コロナ禍においては、延期ならば良いのかもしれないという意見も

会派内では出たが、制度の中止というこの意見書案には反対ということになった。  

○６番（浅田良弘君）我が会派としては賛成の立場である。先ほど清和会からもあったとおり、

中小・零細業者等が登録しないがために、取引を中止されてしまうおそれがかなりあるという

ことで、市内の事業所もこのインボイス制度には危機感を持っているということを実際に私も

聞いている。現状のコロナ禍では中止ということで、今回の意見書案には賛成である。 

○オブザーバー（重岡秀子君）実施の中止を求める意見書ということである。私も基本的には賛

成であるが、できれば文言を変えて、このコロナ禍で行うことに対して延期を求めるぐらいで

まとまればいいなという意見も持っていた。なぜかというと、今、市内の業者の実態を見る

と、免税業者が５割以上いて、６割から７割近い業者が対象になるのではないかと。インボイ

ス制度の始動が２０２３年からなので、期間的にはもう準備には入っているわけであるが、や

はり皆さんの多数の意見で一致できるなら直して提出できないかなと。議会事務局のほうも提

出者と話をしているようなので、その辺でも無理なのかというのを少し聞きたいとも思う。  

  とにかく、市内経済のこと、現実的に市内の業者さんのことを考えると、市議会がこれを反

対するというのはまずいのかなというのが私の意見である。 

○オブザーバー（石島茂雄君）これには大賛成である。この間も言ったが、私はこのインボイス
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制度の大前提となる消費税、これ自体が完全な不平等税制だと思っている。低所得者になれば

なるほど全てのものに負担がかかるわけである。買い物に対する罰金であるので、当然これは

廃止すべきであり、今回のはその延長線上にあると思っているので、当然この意見書に賛成で

ある。どう考えても現状はデフレである。お金が足りないわけである。本当に国が国民を救っ

ていくのであれば、貨幣発行してお金を回して、一方で減税をしてダブルで行っていかない

と、このデフレから抜け出せないと思う。今、市内で免税業者は７０％を超えている。こうい

う人たちがなぜ持ちこたえているかというと、自分の店舗などでぎりぎりで生きているわけで

ある。国からすると、こういう人からも漏れなく税金を取るというスタンスであるとしか思え

ない、救うとは思えないのである。そういう意味で私はこの意見書に賛成である。  

○委員長（青木敬博君）意見調整のため、暫時休憩する。 

午前１０時１０分休憩 

─────────── 

午前１０時１２分再開 

○委員長（青木敬博君）再開する。 

  ただいまの協議の結果、提起された意見書案については全委員からの賛同が得られていない。  

したがって、提起された意見書案については、最終本会議に提出しないことといたしたい。こ

れに、ご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

以上で、日程第１、意見書についてを終了する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）日程第２、市議会１２月定例会最終日の運営についてを議題とする。  

  ⑴ 前副議長に感謝状の贈呈についてから、⑹ その他まで、事務局長から説明いたさせ

る。 

○事務局長（冨士一成君）市議会１２月定例会最終日の運営について、順次、説明する。 

  まず、⑴ 前副議長に感謝状の贈呈についてである。今定例会初日に議決いただいた発議第

８号に基づき、本会議最終日の冒頭、議事に入る前に、前副議長に感謝状の贈呈をお願いす

る。前副議長には、ご登壇いただき、議長からの感謝状の贈呈を受けた後、ご挨拶をいただく

ということでお願いする。 

⑵ 採決の方法についてである。資料３ページの付託議案審査状況一覧に基づき説明する。

付託案件は、条例４件及び補正予算４件の合計８件で、各所管常任委員会において、いずれも
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原案を可決すべしとの決定をいただいている。本会議における採決の方法について、順次、説

明する。 

まず、常任総務委員会へ審査を付託した、市議第２１号 押印の見直し等に伴う関係条例の

整備に関する条例、市議第２３号 伊東市国民健康保険条例の一部を改正する条例、市議第２

４号 伊東市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給に関

する条例の一部を改正する条例及び市議第３２号 令和３年度伊東市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）以上、条例３件及び補正予算１件については、いずれも全会一致で、原案

を可決すべしとの決定である。４件一括上程し、委員会審査報告、質疑、討論の後、採決は２

つに分け、まず、市議第２１号、市議第２３号及び市議第２４号の条例３件を一括で、次に、

市議第３２号の補正予算をそれぞれ挙手による採決をお願いしたいと思う。 

次に、常任観光建設委員会へ審査を付託した、市議第２２号 伊東市手数料徴収条例の一部

を改正する条例及び市議第３０号 令和３年度伊東市競輪事業特別会計補正予算（第２号）以

上、条例１件及び補正予算１件は、いずれも全会一致で、原案を可決すべしとの決定である。

２件を一括上程し、委員会審査報告、質疑、討論の後、それぞれ挙手による採決をお願いした

いと思う。 

次に、常任福祉文教委員会へ審査を付託した、市議第３１号 令和３年度伊東市介護保険事

業特別会計補正予算（第１号）の補正予算１件は、全会一致で、原案を可決すべしとの決定で

ある。上程し、委員会審査報告、質疑、討論の後、挙手による採決をお願いしたいと思う。 

次に、各所管常任委員会へ審査を分割付託した、市議第２９号 令和３年度伊東市一般会計

補正予算（第５号）である。各常任委員会において、いずれも全会一致で、原案を可決すべし

との決定である。上程し、各委員会審査報告、質疑、討論の後、挙手による採決をお願いした

いと思う。 

続いて、債務負担行為の補正予算の決定をいただいた後に、討論、採決を行う扱いとさせて

いただいている指定管理者の指定に係る単行議案２件について申し上げる。市議第２５号 伊

東市健康福祉センター（健康福祉施設）及び桜木デイサービスセンターの指定管理者の指定に

ついて及び市議第２６号 伊東市介護予防拠点施設の指定管理者の指定については、質疑は１

２月３日の本会議において終結しているので、上程後、討論から入り、挙手による採決をお願

いしたいと思う。 

  続いて、⑶ 人事案の取扱いについてである。資料４ページをご参照願う。市選第３号 固

定資産評価審査委員会委員選任の同意について及び市諮第３号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついてである。これら人事案件２件については、１１月２４日の本委員会において説明したと
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おり、市長の説明の後、申合せにより、質疑、討論を省略し、挙手による決定をお願したいと

思う。 

次に、⑷ 意見書の取扱いについてである。今定例会で提案された、陳情に関する意見書案

については、先ほどの協議の結果、議案として上程しない取扱いとなるのでご了承願う。 

次に、⑸ 追加議案の取扱いについてである。昨日、市議第３３号 令和３年度伊東市一般

会計補正予算（第６号）を提出したい旨の申出が議長にあり、昨日の代表者会議では、本日、

議案を配付するという説明をさせていただいたが、昨日、国の方針で年内に１０万円の一括支

給が可能であるという見解が示されたことから、本日、改めて副市長から、本市としてもその

ような対応をしたい旨の申入れが議長にあった。本日提出を予定していた議案に関しては、明

日の朝に改めて議案を提出させていただきたいとの申出があったので、ご了承願う。なお、本

議案の取扱いについては、議事日程にあらかじめ組み込んだ日程としての取扱いをお願いした

い。順序としては、人事案件の前に組み込み、上程後、当局の議案説明、質疑、討論の後、即

決の扱いとし、挙手による採決をお願いする。また、本会議における審議については、区分す

ることなく全般について行うこととしたいと思うので、ご了承願う。 

最後に、⑹ その他である。討論通告についてであるが、討論を行うと決めている議員にお

かれては、発言通告書の提出をお願いする。 

以上で、市議会１２月定例会最終日の運営についての説明を終わる。よろしくご協議のほど

お願いする。 

○委員長（青木敬博君）まず、⑴ 前副議長に感謝状の贈呈について、質疑、意見を伺う。発言

を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

前副議長に感謝状の贈呈については、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑵ 採決の方法について、質疑、意見を伺う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

採決の方法については、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑶ 人事案の取扱いについて、質疑、意見を伺う。発言を許す。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

人事案の取扱いについては、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑷ 意見書の取扱いについて、質疑、意見を伺う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

意見書の取扱いについては、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑸ 追加議案の取扱いについて、質疑、意見を伺う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

追加議案の取扱いについては、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑹ その他での討論の通告について、質疑、意見を伺う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

討論の通告については、説明のとおり、ご了承願う。 

そのほかに、１２月定例会最終日の運営について、委員から何かあれば、質疑、意見を伺

う。 

発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

以上で、日程第２、市議会１２月定例会最終日の運営についてを終了する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）日程第３、その他を議題とする。 

⑴ 次期３月定例会の頭出しについてから、⑶ その他まで、事務局長から説明いたさせ

る。 

○事務局長（冨士一成君）その他の⑴ 次期３月定例会の頭出しについてである。資料５ページ
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をご参照願う。試案として、２月２１日（月）の開会を提案させていただきたいと思う。２月

２１日開会となると、２月１４日（月）告示、１５日（火）議会運営委員会となる。詳細は、

開会前の本委員会で協議、決定いただくことになる。 

次に、⑵ 視察旅費の削減についてである。コロナ禍における対応として、委員会による行

政視察については、今年度は中止とすることを既に決定している。あわせて、個人調査活動に

関しても、例年並みの実施は厳しいものと勘案することから、昨年度と同様に、一人当たり、

５万円の個人調査活動旅費を残し、合計で３００万円を３月定例会において減額補正すること

を提案させていただくものである。ご協議のほどお願いする。 

最後の、⑶ その他は、事務局からはない。 

以上で説明を終わる。ご協議のほど、よろしくお願いする。 

○委員長（青木敬博君）まず、⑴ 次期３月定例会の頭出しについて、質疑、意見を伺う。発言

を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

  次期３月定例会の頭出しについては、説明のとおり２月２１日（月）とすることにご異議な

いか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑵ 視察旅費の削減について、質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

  視察旅費の削減については、説明のとおり決定することにご異議ないか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑶ その他について、事務局からはないとのことであるが、委員から何かあれば質

疑、意見を伺う。発言を許す。 

○３番（四宮和彦君）視察旅費の削減についてだが、既に使っている人は５万円残っているわけ

ではないという話は言っておかないといけないのではないか。  

○議長（宮﨑雅薫君）実際には３月の補正予算までは残っているわけだが、既に常任委員会の視

察は中止をするという申合せをしたので、その分の１人１２万円分は使えない。個人視察の関

係は、各議員８万円あるが、今回は年度末に向けて５万円を限度にその中で企画をする人はし

てもらう。ただし、既にリモートなどの研修に参加している議員もいるので、その人はこれか
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ら５万円ではなく、使った分を含めての５万円というような取扱いである。この３００万円は

不用額とするのではなく、３月の補正の財源にしてもらうということで皆さんにお願いをした

ところである。 

○オブザーバー（重岡秀子君）既にリモート研修などを行った方が不都合がなければいいが、そ

ういう方がもう一つぐらい何か研修に行きたいとなった場合は可能なのか。  

○議長（宮﨑雅薫君）各議員が使える金額というのは平等であり、最大５万円ということであ

る。既に使っており、もう５万円が残っていない方は、申し訳ないが企画はできないというこ

とになる。残りが３万円しかない方が別の研修などに参加したいという時は、事務局のほうに

相談していただき、やり繰りをするような形でお願いしたい。  

○オブザーバー（石島茂雄君）個人視察の関係だが、基本的には今はどこに行ってはいけないな

どはないが、なるべく近隣で済ませたほうがよいという話であると思うが、行きたいと思う研

修が大阪辺りである場合などはどうなのか。 

○議長（宮﨑雅薫君）本市議会の場合は、新型コロナウイルス等感染症対応マニュアルを申し合

わせて作っているので、その最新版の内容を見ていただき、宣言などが発令されているような

地域には行かない。もちろん、相手もあることなので、相手の了承もいただき、公共交通機関

などを利用する場合のルールやマナーなど、最近もマスクのことが取り上げられたりしている

が、そういったことも遵守していただき、選定をしていただきたい。  

○委員長（青木敬博君）ほかに、質疑、意見はないか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

以上で日程第３、その他を終了する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）以上で日程全部を終了した。  

これにて閉会する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○閉会日時 令和３年１２月１４日（火）午前１０時３０分（会議時間２８分） 

──────────────────────────────────────────────────── 

以上の記録を認める。      

 令和３年１２月１４日     

委員長 青 木 敬 博   

 


